
sM,8CJJ'" 
����������	����������

Ne,-KJ%)+ gt=lb

aFr,.CJ�JC)( dYA;4T0RU����
��:)'����G��� 	


nCeP�K='CI%"+ Thi>dYA;B@pfV:Y

0774 �� ���	

?P:)'� �

S04PG�A"I �� 	


nCP,0IIK"��"�+� ���


�63� %JJG���K �C+�("J�7/1�GK=����
����1 2)L�(�AC�G!#

NdYA;4T0RU2so



社会経営ジャーナル

縮む日本-人口減少社会の課題と
しての雇用-小栁絵津子

　  はじめに
　 ２０１４年４月に、総務省統計局と、厚生労働省管轄の国立社会
保障・人口問題研究所が、相次いで日本の人口推計についての数値
を公表した。この２つの公表された統計結果から浮かび上がる日本
の現状、そして将来への課題について考えたい。
　 まず始めに、この両省から公表された結果からポイントを見てみ
よう。
２０１４年４月１１日、国立社会保障・人口問題研究所が「日本
の世帯数の将来推計（都道府県別推計）」を公表した。この推計
は、同研究所が５年ごとにまとめているもので、今回は２０１０年
の国勢調査を基に、２０１０年から３５年の２５年間についての将
来推計を行ったものである。
　 この公表でポイントになる事項は大きく５つである。（１）世帯
数は２０３５年までに４６都道府県で減少を開始。（２）平均世帯
人員はすべての都道府県で減少。（３）単独世帯は２０２５年に全
ての都道府県で最多に。（４）６５歳以上の世帯主の割合は、２０

２０年にはすべての都道府県で３０％以上となり、２０３５年には
４１道府県で４０％を超える。（５）６５歳以上人口に占める単独
世帯主の割合は、すべての都道府県で上昇し、特に東京都は２０３
５年に２７．７％に達する。
　 また、２０１４年４月１５日、総務省統計局が平成２５年１０月
１日現在の「日本の人口推計」を公表した。ここでのポイントも５
つである。（１）総人口は２１万７千人の減少。日本人人口は減少
幅が拡大。（２）男性は９年連続、女性は５年連続の自然減少。
（３）日本人は３年連続の社会減少、外国人は５年ぶりの社会増
加。（４）生産年齢人口が３２年ぶりに８，０００万人を下回る。
（５）４人に１人が６５歳以上人口となる。
　 上記の２つの調査からわかることは、日本は一層少子化が進み超
高齢社会になっており、生産労働人口が減り、今後は今以上に単独
世帯が増加するということである。
それでは、少子化超高齢社会とはどのような社会でありどのような
雇用問題を抱えているのか、そして、それらの課題が解決できなか
った場合、何が起こるのか。最後に、その課題を解決するためにど
のような政策が必要であるかを考えたい。

少子化・超高齢社会とは何か
　 では、まず少子化とは何であろうか。少子化とは文字通り出生数
が減少することである。そして、特に人口を維持する水準である人
口置換水準（１以下になることである。日本の場合、人口置換水準は
２．０７と考えられている。つまり、この数値を割り込み始めた時
から、日本は少子化に向かっていたといってよい。そして、その人
口置換水準である２．０７を割り込んだのが何時かと言えば、１９
７０年代であるということが下記の図からはっきりと見て取れる。
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１９４７年から１９４９年は、第一次ベビーブームであり、いわゆ
る団塊の世代と呼ばれる世代であり非常に出生数が多く２５０万人
を超えている。このころは、合計特殊出生数（２も高くなっており、
また同様に団塊ジュニアと呼ばれる第二次ベビーブームである１９
７１年から１９７４年も２００万人を超えており、合計特殊出生率
も高くなっている。
　 しかし、その後は右肩下がりの推移となり合計特殊出生率は２ど
ころか１．５をも下回る水準で推移している。
　 昨今、合計特殊出生率が下げ止まりの傾向にあるように思われる
のは、出生数が増加しているのではなく、分母になる出産可能な女
性数の減少のためである。実際、２０１３年の出生数は１０３万
１，０００人で統計の残る１８９９年以降最少となっている。そし
て、国立社会保障・人口問題研究所の長期仮定では、２０６０年の
合計特殊出生率は１．３５となっており極めて早いスピードで少子
化が進展していることが分かる。

������<:�Ak=9o�3B>Vt|� �rx6W�
　

次に、超高齢社会とは何であろうか。まず、国立社会保障・人口問
題研究所の長期仮定では２０６０年の平均寿命は男性８４．１９
歳、女性９０．９３年となっている。ときどき、マスメディアなど
でも「日本は高齢化が進み・・・」等と言われていることがある。
しかし、これは誤りである。高齢化とは人口全体に６５歳以上が
７％以上のことを言う。同じく、高齢社会とは人口全体に６５歳以
上が１４％以上となる。
そして、超高齢社会とは人口全体に６５歳以上が２１％以上となっ
た場合である。日本は既に２５％を超えているので、どこから見て
も立派な超高齢社会となる。
２０１４年７月３１日に厚生労働省が発表した２０１３年の日本
人の平均寿命でも、男性８０．２１歳、女性８６．６１歳になりい
ずれも過去最高を更新したのは記憶に新しいところである。
下記の表を見た場合、日本の高齢化の進展が非常に早いスピードで
進んでいることがはっきりと分かる。他の先進国と比較してみても
United Nations,　The World Population Prospectsによれば
各国が高齢化社会から高齢社会になるまでにかかった年数は、フラ
ンス１１５年、スウェーデン８５年、英国４７年、ドイツ４０年、
そして日本はわずか２４年となっている。
これだけ見ても日本の高齢化が非常に速いスピードで進展している
ことが分かる。
これらの少子・超高齢化が同時に進行した結果、当然に年少人口
と生産年齢人口の割合は減少し、老年人口は増加していくことにな
る。国立社会保障・人口問題研究所では、２０６０年時点では、総
人口は８，７００万人弱で老年人口割合は約４０％と推定してい
る。
ここまでは、日本の現状と将来推計について見てきた。

27

S G J



（出典：総務省　国勢調査・人口統計より　筆者作成）

少子化、超高齢化社会の課題
　それでは、少子化と超高齢社会の何が問題なのであろうか。
まず、生産人口の減少により、規模としての経済成長が弱まる。次
に、日本の場合、実質的には社会保障を賦課方式で行っているた
め、社会保障の費用が国の財源を圧迫し、結果として現役の労働者
及び高齢者の生活を圧迫することになる。
　もし、このまま少子化が一段と進み高齢者割合が増加し、しか
も、社会が現状と変わらないとすればどうなるか。一言でまとめれ
ば、経済的・社会的に見て不活発で衰退しつつある国になり、大多
数の国民の生活が圧迫される可能性があると言うことだ。

少子・超高齢社会のメリットはないのか
　前章では、少子・超高齢社会のデメリットを上げたが、ではメリ
ットはないのだろうか。
考えようによっては、この狭い国土に１億人が住んでいる３）とい
うことは、人口密集度が非常に高いといえる。首都圏をはじめとし

て、住宅は狭く便利な場所は地価が高い。広く地価が安い場所とな
ると今度は都心から離れた場所になり通勤や通学には不便な場所に
なる。また、日本の朝夕のラッシュは殺人的ともいうことができ
る。
しかし、人口が減るということを逆手にとれば、ゆとりある落ち
着いた暮らしができるということもいえる。そして、デメリットを
避け、メリットを最大限に享受するためには安定した収入、すなわ
ち安定した雇用が不可欠となる。

雇用問題から課題と対策を考える
そもそも、少子・超高齢化が生じたのはなぜであろうか。まず、高
齢化については、医学や保健衛生等が高度になったため余命および
寿命が延びたことが挙げられる。これ自体は歓迎すべき事態である
が、その高齢者が社会保障の「担い手」ではなく「受け手」となっ
てしまうことが経済的な問題となる。次に、少子化の原因としては
いくつかの要因が考えられる。まず第１に社会学的にみれば結婚や
人生に対する個々人の考え方の多様化が進んだこと。第２に経済学
的にみれば、雇用環境の悪化から若年層が安定した職に就けなくな
ったことや、加えて子育て費用が増大する一方であることが挙げら
れる。後述する通り子育て期の女性が就労するための条件が整備さ
れていないこと等から子どもを生み育てることが経済的に困難にな
っている。また、第３として医学的に見ても日本の場合は婚外子が
非常に少ないため、未婚化や晩婚化により初婚年齢と初産年齢が引
き上げられ（４、それが出生率の低下に繋がっていることも考えられ
る。
　つまり、雇用においては①増大する高齢者の活用②若者の雇用環
境の改善③子育て期の女性の就労条件の改善、以上の３点が問題と
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なる。

1 高齢者の活用
　高齢者の活用については、現在「高年齢者等の雇用の安定等に関
する法律」等によって高齢者の就労促進対策が取られている。高齢
者を雇用することに対する最大の問題点は、体力の低下により長距
離の通勤が困難な点である。この点については、むしろ人口減少に
よるメリットである地価の低下が住勤接近に資すると思われる。ま
た、インターネットの活用などにより、家庭でできる仕事が増大す
ることも期待できる。企業においては、これを最大限に生かせるよ
うな業務設計を行うことで活用が図られる。また、高齢者が今まで
蓄積してきたスキルを活用し、ブラッシュアップのための研修の機
会を提供することで、さらなる活用が期待できる。
　政府でも「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」が閣議決定され（５、Ｉ
ＣＴを利活用した柔軟な働き方を推進している。この計画は、高齢
者のみならず、障がいのある人や介護･育児等で家庭を離れることが
困難な人にとっても有効な雇用政策となる。
このような柔軟な働き方が増加すれば、人口が減少しても危惧する
ほどの労働力の減少とはならない。

2 若者の雇用環境の改善
ここで、厚生労働省の、平成２５年版「厚生労働白書―若者の意識
を探る―」という意識調査を見てみたい。この調査によれば、現在
未婚者は、結婚に対する自由度は増えていると感じているが「いず
れは結婚したい」という回答は９割を占めており結婚願望は高い。
また、結婚している夫婦に聞けば「子どもは欲しい」という回答が
多く、理想とする子どもの数は２人を超えている（６。つまり、結婚

ができ、子どもを産み育てられるような環境にさえなれば、今より
は子どもの数が増える可能性はあるのである。結婚をする、そして
子どもを産み育てる為に必要なことが何かと言えば、「生活の安定
が第一」だと考える。やはり、労働環境の改善なくして将来は考え
られない。この調査を見ても、現実に年収３００万円が一つのハー
ドルであり、無業者や非正規労働者は結婚に対する意識が低くなっ
ている。つまり、若者の雇用環境の改善には、現在無業者となって
いるものや非正規労働者となっている者の収入の安定が不可欠であ
る。現在、非正規労働や派遣労働に関する法律の策定など、労働者
の働き方に関するルールを整備してきているが、それだけではなく
後継者不足に悩んでいる産業とのマッチングとスキルアップが不可
欠である。
　後継者不足に悩んでいる産業と言えば、まず農業が挙げられる。
日本の食料自給率は年々下がっており、農業就業人口も減少してい
る。一つには輸入品に価格の点で押されているためだが、それは小
規模農家が多いということも一因であると思う。そうであるなら
ば、農地を一括して管理し人口減少地域を大規模生産地とするのも
一つの手であると思う。農業・水産業・林業を官民問わず、大規模
に開発して産業として発展させる。バイオを始め日本の科学技術の
促進にもつなげることで、若者にとっても魅力ある「就労先」とな
るであろう。
　もう一つ後継者不足に悩んでいる産業と言えば、伝統産業が挙げ
られる。伝統工芸や特産品の類の「日本ならでは」の物品を世界的
流通市場に広げていきたい。これについては、先に述べた高齢者の
活用と合わせ、若者のスキルアップにつなげ、安全で、なおかつ品
質の高い「日本ブランド」をこれからは世界に売り込んでいくこと
が重要になってくる。
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　若者の雇用環境の改善のもう一つの問題であるスキルアップにつ
いては、まず、教育に力を入れるべきである。これは魅力ある教育
環境を作ることで、医療・科学技術・工業技術等研究者を日本に引
き留め「日本からの知の流出」を防ぐことにも繋がる。また、スキ
ルアップのための研修については、これまで非正規であったものや
不採算事業からの転職者などにも同じく機会を与え、戦力へと育成
していくことで無業者や非正規労働者の労働生産性を、正社員とし
て雇用してもペイするほど引き上げ得ることができるだろう。

3 子育て期の女性の就労条件の改善
　子育て期の女性の就労条件については、現在、男女雇用機会均等
法などによって就労条件の改善が図られているが、女性就業率は男
性の８割に及ばない。しかも２０１３年の男女共同参画調査では８
割の企業において女性管理職比率は約１割である。
２０１３年の世界経済フォーラム作成のグローバルジェンダーギャ
ップ指数（７によれば１３６カ国中、日本は１０５位である。このよ
うに世界的に見ても、日本女性の社会参画率は非常に低いものとな
っている。総務省の就業状況基本調査を見れば分かるように、日本
の女性の就業率はＭ字カーブを描くといわれてきた。実際に、それ
まで就労してきた女性で第一子出産１年後に変わらず勤務している
女性は４０％以下しかいない。
次ページの表は、国立社会保障・人口問題研究所の「第１４回出
生動向基本調査」を基に作成したものである。このグラフにより明
らかだが第１子出産言語において女性が継続して就業したのは雇用
の分野における男女の均等な機会および待遇の確保等に関する法律
が成立した１９８５年から一貫して３０％の後半台の割合であり４
０％にも届いていない。

近年、そのＭ字は徐々に緩やかにはなってきているものの、他の先
進国のように、また男性の就業率のように、台形にはなっていな
い。このことから、子育て期の女性の就労条件には今後改善の余地
があると考えられる。

（国立社会保障・人口問題研究所「第１４回出生動向基本調査」を
基に筆者作成）

内閣府が公表している平成２６年版『少子化社会対策白書』では
「今後、子供を持つ場合の条件」を尋ねている。最も多い回答は
「働きながら子育てができる職場環境であること」となっている。
ついで、「教育にお金があまりかからないこと」５１．９％となっ
ており、上位の２つは半数以上が求めている条件である。つまり子
供を生み育てるためには教育に関する費用があまりかからずに、子
供を生んでも働き続けられる環境でなくてはならない。
次ページの図は、育児休業制度のある事業所の割合を示したもの
である。１９９９年時点の労働省の女性雇用管理基本調査から、２
００７年時点は労働政策研究・研修機構の調査の数字であるが、こ
れは育児休業を取得することができた女性の割合である。これだけ
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を見るとほとんどの女性が育児休業を取得したように感じられるか
もしれないが、先にも述べたとおり、実際には第一子妊娠判明時に
就業していた者で第一子が１歳時にも就業していたものは４０％に
も及ばない。
その理由として、そもそも「育児休業」を取得した場合、むしろキ
ャリアの断絶となってしまうため、余裕のない中小企業では活用が
困難であることが挙げられる。実際仕事と育児の両立を支援するこ
とを目的として育児介護休業法は１９９２年に制定され、その内容
も拡充されてきているが、大企業と中小企業とでは取得に対してか
なりの格差があることからも分かる。

（資料出典：１９９９年労働省「女性雇用管理基本調査」２００７
年労働政策研究・研修機構より筆者作成）

　２０１３年総務省が発表した就業構造基本調査によれば、女性の
有業率は２５～３９歳及び５０～６４歳の各年齢階級で上昇してい
る。これまでＭ字カーブの底であった３０～３４歳の有業率がアッ
プしているが、逆に３５～３９歳に底の部分が移行している。この

ことを見ても、晩産化が進んでいることが明らかである。子供を持
つ女性の有業率は全体的に上昇している。しかし、就業を希望して
いるが「出産･育児のため」求職活動をしていない女性が１１３万人
もいる。統計的には求職をしていないものは当然求職者としては含
まれないが、このことから潜在的な求職者はかなりの数いることが
分かる。
　政府としては育児休業（８を３年間に延ばすことを考えているが、
現実問題として３年も戦線を離脱していたら、元に戻ることはほぼ
不可能である。よしんば元の職場に復帰することができたとして
も、周りにとっては迷惑でしかない。日進月歩の現代のビジネス社
会においては本人にとっても３年は長すぎる。それでは浦島太郎状
態であり仕事場は針のむしろである。それよりも、時間短縮の勤務
を認める、企業や公的機関で保育所を確保する、子どもが病気の時
などの特別休暇を増加するなどの方がよほど現実的な政策だと考え
る。
また、子育て期の女性が働きやすいように業務設計を行うには、
そもそも経営レベルでの女性参加が不可欠である。その為には、ま
ずは「全上場企業で役員に１人は女性登用」のように、具体的数値
を努力目標ではなく、必須の条件として法規制を掛けることであ
る。
人口の約半数は女性のため、数値としては１人ではなく半数と言い
たいところである。しかし、現実的ではないであろう。実際に、総
務省統計局による日本の２０１２年の労働力調査によれば、日本の
全企業における女性管理職比率は１１．１％となっており、他の先
進諸国のアメリカ４３．１％、フランス３９．４％、スウェーデン
３４．６％等と比べてもかなり低い水準である。１００人以上の民
間企業にいたっては課長相当職以上６．５％しかいない。企業等の
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役員会の女性比率は１．２３％。欧州平均が１１％であることと比
較すると日本の現状が大きく遅れていることが明らかだ。
　最新の調査では厚生労働省が２０１４年８月１９日に発表した２
０１３年度の『雇用均等基本調査』（９によると、企業の課長職以上
に占める女性の割合は６．６％となっている。また、同調査におい
て女性管理職が１割未満の企業に理由を尋ねているが「必要な知識
や経験、判断力等を有する女性がいない」という理由が５８．３％
となっている。
アベノミクスの第三の矢として新たな成長戦略「日本再興戦略」で
は「指導的地位に占める女性の割合を２０２０年までに３０％程度
にする」となっている。そのことからせめて役員の３割は女性の登
用を義務付けるくらいのことは必要であろう。
もちろんポジティブ･アクションを行うことについては賛否両論で
あることは理解している。だが「雇用の分野における男女の均等な
機会および待遇の確保等に関する法律」が施行されてから２８年が
過ぎても男女差別は改善していない。上記の調査でも分かるように
「企業は女性を管理職として育てようとはしていない」のが現状で
ある。同法は１９８５年制定され、翌１９８６年４月に施行されお
り、「配置･昇進･教育訓練など」を男性労働者と差別的に取り扱う
ことを禁止してきた。しかし、それでもなお女性労働者が「知識や
経験、判断力が無い」ということであれば、より積極的な取り組み
を行わないと現状は打破できない。また、ポジティブ･アクションは
あくまでも格差が解消されるまでの暫定的な措置である。

おわりに
　団塊ジュニアといわれる１９７５年から１９７９年に生まれた若
者達も３０代後半に入る。このボリュームゾーンが４０代になれ

ば、一気に出生数は減少することが予想される。
　後期高齢者と言われる７５歳以上についても、割合こそ増加して
いくものの実数は今後減少の一途をたどる。現在旺盛な経済力を持
っている団塊世代もすぐに後期高齢者となり、高齢者の消費が日本
経済を牽引できるのもあとわずかだということができよう。
　これからは、今迄のように「老人だから支えてもらう」とか「高
齢者だからいたわってもらう」という考え方は通用しない。これか
らは、生きている間は最後まで現役であり、自分のことは自分で決
め行動する、というように国民の一人ひとりが変わっていくことが
求められているだろう。それは、男女の意識の差も同じことであ
る。夫は外で仕事をし、妻は家庭で育児と家事という図式はもう成
り立たないということを認識すべきである。
　日本が１９６０年代や１９８０年代のような高度成長を再び実現
することは正直考えられない（１０。
　しかし、年齢や性差を超えて全員で社会を支えていくことで、成
熟した落ち着きのある国に変えていくことはこれからでも不可能で
はない。その為に必要なのは、一人ひとりが自分自身で考えできる
ことをする。そして、先に述べたように少子・高齢化による人口減
少社会である日本の雇用問題を解決し、雇用のチャンスを広げるこ
とはそのような取り組みの中核をなしていく。
　古来より日本人は「和」を大切にしてきた民族である。老年世代
と現役世代がお互いに支えあい助け合うことで、人口減少社会を衰
退社会から落ち着いた成熟したゆとり社会へと変えていけるだろ
う。

（注釈）
１）人口が増加も減少もしない均衡した状態となる合計特殊出生率
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の水準のこと。
　　国立社会保障・人口問題研究所によれば、現在の日本の人口置
換水準は２．０７。
２）合計特殊出生率＝母の年齢別出生数/
年齢別女性人口（１５歳から４９歳までの合計）
　　１５歳から４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの
で、１人の女性が仮にその年時の年齢別出生率で一生の間に産む
としたときの子ども数に相当する。
３）日本の国土面積は３７．８万平方キロメートルで人口は約１億
２，７００万人。同程度の面積のドイツは国土面積が３５．７万
平方キロメートルで人口は約８，２００万人である。これだけで
も、日本の人口密度の高さは明らかである。
４）厚生労働省の「平成２６年　我が国の人口動態」によれば、
母の年齢階級別出生率の年次推移を見ると、昭和５０年代以降は
２０歳代の出生率が大きく低下し、近年は３０～４０歳代の出生
率が上昇傾向となっていることが明らかになっている。
５）平成２５年６月に「世界最先端ＩＴ国家想像宣言」が閣議決
定され、銅線原稿定評において「テレワーク導入企業３倍（２０
１２年度比）」「雇用型在宅型テレワーカー数１０％以上」など
の政府目標が掲げられている。
６）「平成２１年文部科学白書」によれば、理想の子供の数に比
べて現実に出産する予定の数が少ない理由や子育てのつらさの１
つに教育費負担の大きさが挙がっており、一般家庭においても子
育てや教育にお金がかかるということは問題となっている。
７）２０１３年の『世界ジェンダー・ギャップ報告書』では、世界
の国々の男女平等の度合いを指数化したジェンダー・ギャップ指
数が経済・教育・政治・健康の４つの分野により測定され公表さ

れている。
８）育児休業を取得した者の割合は、女性の場合平成２３年度８
７．８％、平成２４年度８３．６％、平成２５年度８３．０％と
なっているが、男性は平成２３年度２．６３％、平成１．８
９％、平成２５年度２．０３％となっておりここでも男女の差が
明らかに見られる。
　　また、正規労働者に比較すると勇気契約労働者の育児休業取
得率は平成２５年度に６９．８％となっており、男女の差だけで
なく正規・非正規の間でも差があることが分かる結果となってい
る。

９）厚生労働省が２０１４年８月１９日に発表した２０１３年度
の雇用均等基本調査によると企業の課長職以上に占める女性の割
がいが２０１３年度は６．６％であった。この調査は、従業員３
０人以上の企業４６７７社のうち有効回答を寄せた２９００社の
回答を集計したものである。

　　　また、女性管理職が１割未満の企業に理由を尋ねたところ
「必要な知識や経験、判断力などを有する女性がいないため」が
５８．３％と最も高い回答であった。

　　　なお、同調査でポジティブ・アクションについても尋ねてい
る。しかし「今のところ取り組む予定はない」とする企業割合は
６３．１％となっており、今後も女性の能力発揮促進のための企
業の取り組みを行う予定が無い企業は半数を超えている。
１０）１９６０年代全体の年平均実質成長率は１０．７％、１９８
０年代は前半が３．４％、後半はバブル景気により４．８％の経
済成長となった。

33

S G J



（参考データ）
国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（都道府
県別推計）」　
国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」
内閣府　　　　「少子化対策に関する特別世論調査」　
内閣府　　　　平成２６年版『少子化社会対策白書』
総務省統計局　平成２５年１０月１日現在の「日本の人口推計」
総務省　　　　就業構造基本調査
厚生労働省　　平成２５年版　「厚生労働白書」　　
女性雇用管理基本調査
厚生労働省　　平成２６年版「我が国の人口動態」
文部科学省　　平成２１年「文部科学白書」
世界経済フォーラム　グローバルジェンダーギャップ指数　 
United Nations,　The World Population Prospects

34

S G J


